
居宅介護支援 

契約書別紙（兼重要事項説明書） 

 

  利用者に対する指定居宅介護支援の提供開始にあたり、青森市条例の規定に基づき、事業者があな

たに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 有限会社 協栄会 

主たる事務所の所在地 〒030-0911 青森市造道３丁目２１番２１号 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 嶋中 俊英 

設立年月日 平成１７年１月１４日 

電話番号 ０１７－７６５－６１７５ 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 桃源 

サービスの種類 居宅介護支援 

事業所の所在地 〒030-0911 青森市造道３丁目１４番１８号 

電話番号 ０１７－７５２－７４５０ 

指定年月日 平成２９年１０月１日指定 

介護保険事業所番号 ０２７０１０５７９４ 

管理者の氏名 齋藤 康子 

通常の事業の実施地域 青森市 

福祉サービス第三者評価

受審の有無 
無し 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す

る事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者などに対し、

適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。 

 

運営の方針 

 

１ 事業所は、要介護状態となった場合においても、利用者の心身の状況、その置か

れている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場に立った援助を行

うものとします。 

２ 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づ

き適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効

率的に提供されるよう公正中立な立場でサービスを調整します。 

３ 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、在宅介護支援セ

ンター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、障害者の日常生活及



び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定

する指定特定相談支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。 

４ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う

とともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 

５ 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第１１８条の

２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有

効に行うよう努めます。 

６ 前５項のほか、「青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例」（平成２６年青森市条例第４４号）に定める内容を遵守し、事

業を実施するものとします。 

 

４．事業所の職員体制  

従業者の 

職種 

員数及び勤務の形態 
職務内容 

常 勤 非常勤 計 

管理者 
１人 

（介護支援専門員と兼務） 
0人 １人 

事業所の従業者の管理及び業務

の管理を一元的に行うとともに自ら

も指定居宅介護支援にあたります。 

介護支援専門員 
２人 

（管理者と兼務１人） 
0人 ２人 

要介護者の依頼を受けて居宅サ

ービス計画を作成します。 

 

５．営業日時 

 

６．提供するサービスの内容 

○利用者のお宅を訪問し、心身の状態を適切な方法により把握の上、利用者自身や家族の希望を踏ま

え、「居宅サービス計画（ケアプラン）」を作成します。 

○居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス

事業者等の紹介を求めることや、位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める

ことが可能です。 

○居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、利用者とその家族、指定居宅サービ

ス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 

○サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当

該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとし

ます。なお、サービス担当者会議については、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して開

催できることとし、利用者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につ

いて当該利用者等の同意を得ることとします。 

○必要に応じて、利用者と事業者との双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

○指定居宅介護支援及び指定居宅サービス事業者等についての相談・苦情窓口となり、適切に対処し

ます。 

営業日時 

月曜日から金曜日 午前８時３０分から午後５時３０分 

ただし、年末年始（１２月３１日から１月３日）及びお盆（８月１３日から８

月１５日）を除きます。 

※利用者の希望に応じて、２４時間対応可能な体制を整えるものとします。 



○要介護認定の申請（更新）、介護保険施設への入所希望時には必要な協力を行います。 

 

７．利用料 

 指定居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当

該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者の自己負担はありません。 

ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、１月当たりの料金をお支払い

いただきます。 

その場合、事業者は指定居宅介護支援提供証明書及び領収書を発行いたしますので、後日、所在市

町村窓口に指定居宅介護支援提供証明書を提出しますと払い戻しを受けることができます。 

（１）居宅介護支援の利用料 

【基本利用料】 

取扱要件 
利用料 

（１ヵ月あたり） 

利用者負担金 

法定代理 

受領分 

法定代理 

受領分以外 

居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ） 

<取扱件数が４５件未満> 

要介護１・２ １０，８６０円 

無 料 

１０，８６０円 

要介護３～５ １４，１１０円 １４，１１０円 

居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ） 

<取扱件数が４５件以上 

６０件未満> 

要介護１・２ ５，４４０円 ５，４４０円 

要介護３～５ ７，０４０円 ７，０４０円 

居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅲ） 

<取扱件数が６０件以上> 

要介護１・２ ３，２６０円 ３，２６０円 

要介護３～５ ４，２２０円 ４，２２０円 

（注１）サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用

実績がない月については、居宅介護支援費は請求しません。ただし、病院や介護保険施設等

から退院又は退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復

の見込みがないと診断した利用者については、当該利用者に対してモニタリング等の必要な

ケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っ

ている場合には居宅介護支援費を請求します。 

（注２）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合はこ

れら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書

面でお知らせします。 

 

【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 加算額 

初回加算 
新規あるいは要介護状態区分が２区分以上変更された利用

者に対し指定居宅支援を提供した場合（１月につき） 
３，０００円 

入院時情報 

連携加算(Ⅰ) 

利用者が病院等に入院した日に、病院等の職員に対し必要

な情報を提供した場合（１月につき１回を限度） 
２，５００円 

入院時情報 

連携加算(Ⅱ) 

利用者が病院等に入院した翌日又は翌々日に、病院等の職

員に対し必要な情報を提供した場合（１月につき１回を限

度） 

２，０００円 

退院・退所加算 
病院や介護保険施設等からの退

院・退所に当たって病院等の職
連携 

カンファレンス 

参加なし 

カンファレンス 

参加あり 



員から必要な情報の提供を受け

た上で居宅サービス計画を作成

し、居宅サービス等の利用調整

を行った場合（入院または入所

期間中１回を限度） 

１回 ４，５００円 ６，０００円 

２回 ６，０００円 ７，５００円 

３回 ― ９，０００円 

ターミナルケア 

マネジメント加算 

以下の条件をすべて満たす場合 

① 介護支援専門員が、終末期の医療やケアの方針に関す

る当該利用者又はその家族の意向を確認している。 

② 当該利用者又はその家族が、ターミナルケアマネジメ

ントを受けることに同意している。 

③ 在宅で死亡した利用者に対して、２４時間連絡できる

体制を確保し、かつ、必要に応じて居宅介護支援を行

うことができる体制を整備している。 

④ その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上、当該

利用者の居宅を訪問し、心身の状況等を記録し、主治

の医師及び居宅サービス計画に位置づけた居宅サービ

ス事業者に提供している。 

４，０００円 

緊急時等居宅 

カンファレンス 

加算 

病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンフ

ァレンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調

整を行った場合（１月に２回を限度） 

２，０００円 

通院時情報連携 

加算 

利用者が、病院又は診療所において医師又は歯科医師の診

察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科

医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当

該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又

は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を

受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合（利用者一

人につき１月に１回を限度） 

５００円 

中山間地域等に 

居住する者への 

サービス提供加算 

中山間地域において、通常の事業の実施地域外に居住する

利用者へサービス提供した場合 

上記基本利用料の 

５％ 

 

【減算】以下の要件に該当する場合、上記の基本利用料から減算されます。 

減算の種類 減算の要件 減算額 

運営基準減算 
指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定の要件に

該当した場合 

上記基本利用の５

０％（２月以上継

続の場合１００

％） 

特定事業所集中 

減算 

居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等について特定の

事業者への集中率が、正当な理由なく８０％を超える場合 
２，０００円 

業務継続計画 

未策定減算 

感染症もしくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が

未策定の場合 

上記基本利用料の

１％ 



高齢者虐待防止 

措置未実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられ

ていない場合 

上記基本利用料の

１％ 

（２）支払い方法 

上記の利用料は、１ヵ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いく

ださい。 

支払い方法 支払い要件等 

銀行振り込み 

サービスを利用した月の翌月の末日（祝休日の場合は直前の平日）までに、事業

者が指定する下記の口座にお振り込みください。 

青森みちのく銀行 東造道支店 普通口座 ３１０６４５８ 

有限会社 協栄会 代表取締役 嶋中俊英 

現金払い 
サービスを利用した月の翌月の末日（休業日の場合は、直前の営業日）までに現

金でお支払いください。 

 

８．事故発生時の対応 

指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡

を行うとともに、必要な措置を講じます。 

○加入している保険会社 三井住友海上火災保険株式会社（取扱代理店 株式会社ヤジマ） 

○保険商品名称     認知症グループホーム協会「総合補償制度」 

 

９．担当の介護支援専門員 

あなたを担当する介護支援専門員は、次のとおりです。ご不明な点やご要望などがありましたら、

何でもお申し出ください。 

 

  氏 名：                      

  連絡先（電話番号）：０１７－７５２－７４５０   

 

１０.苦情相談窓口 

（１）当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供した指定居宅介護支援

に関する苦情だけでなく、当事業所が作成した居宅サービス計画に位置付けたサービスに関す

る苦情も、遠慮なくお申し出ください。 

事業所相談窓口 
電話番号  ０１７－７５２－７４５０ 

受付担当者 （管理者）齋藤 康子 

（２）上記に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

青森市福祉部介護保険課 電話番号   ０１７－７３４－５２５７ 

青森県国民健康保険団体連合会 電話番号   ０１７－７２３－１３０１ 

青森県運営適正委員会 電話番号  ０１７－７３１－３０３９ 

 



１１.虐待及び身体拘束防止のための措置 

事業所は、利用者に対する虐待及び身体拘束を早期に発見し、迅速かつ適切な対応を図るため、次

の措置を講じます。 

（１）虐待及び身体拘束の防止のための指針の整備 

（２）虐待及び身体拘束の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催 

（３）虐待及び身体拘束を防止するための従業者に対する研修の実施 

  当事業所従業者及びご利用中の介護サービス事業所の職員等による虐待及び身体拘束に関する相談

を受け付けています。 

事業所相談窓口 
電話番号  ０１７－７５２－７４５０  

受付担当者 （管理者）齋藤 康子 

 

１２．業務継続計画の策定等 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

また、事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

なお、事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

１３．衛生管理等 

事業所は、事業所において感染症が発生又はまん延しないように、次の措置を講じます。 

（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。 

（２） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

（３） 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的に実施します。 

 

１４．サービスの利用にあたっての留意事項 

サービスの利用にあたって留意していただきたいことは、以下のとおりです。 

（１） 介護支援専門員に贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（２） 体調や容態の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の

介護支援専門員またはサービス事業所の担当者へご連絡ください。 

（３） 病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当介護支援専門員の氏名及び連絡先を当

該病院又は診療所に伝えていただきますようお願いします。（担当介護支援専門員の名刺を健

康保険被保険者証やお薬手帳等と合わせて保管していただくようお願いします。） 

（４） 当事業所では、利用者が安心してサービスを受けられるために、職員が安全に働ける環境づく

りに努めております。利用者による暴言や威圧的な言動、過度な要望、プライバシーへの不適

切な関与、ＳＮＳ等での心ない投稿などが続く場合には、関係機関と協議の上、サービスの提

供中止又は提供方法の見直しを行います。 

 

 



令和    年     月     日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、本書面にもとづいて重要事項を説明しました。 

 

事 業 者  住  所      青森市造道３丁目２１番２１号 

事業者（法人）名  有限会社 協栄会 

代表者職・氏名   代表取締役 嶋中 俊英  印 

説明者職・氏名   介護支援専門員          

 

私は、事業者より本書面の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

        利 用 者  住 所 

氏 名                         

 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所 

氏 名                       

本人との続柄 

 

        立 会 人  住 所 

氏 名                         


